
























⑫ 過去に、雇⽤及び研修に関して法令の違反や虚偽の報告な
ど、本事業および農の雇⽤事業、就職氷河期世代雇⽤就農
者実践研修支援事業、雇⽤就農者実践研修支援事業に関す
る不正を理由に事業の取消等のトラブルがないこと(是正後
1年を経過していれば可）

⑬ 過去に返還すべき助成⾦がないこと

⑭ 法人等雇⽤就農者の就農状況等の調査について、事業期間
中、事業終了直後及び事業終了１年後に報告することを確
約していること

⑮ 研修の実施に対する助成や、本事業の支援期間と重複する
雇⽤に対する国の公的助成を受けていないこと
※ 正規雇⽤前までの｢トライアル雇⽤｣は可

⑯ 平成２９〜令和３年度までに本事業および農の雇⽤事業、就職氷河
期世代雇⽤就農者実践研修支援事業、雇⽤就農者実践研修支援事業
の研修を開始した研修生（法人等雇⽤就農者）が２人以上いる場合、
農業に従事している者の数が過去受け入れた者の２分の１以上であ
ること

※要件違反等の理由で採択取消となった場合、該当研修生（法人等雇⽤就農者）が

農業に従事しているかに拘わらず離農扱い

⑰ 研修内容等を就農に関するポータルサイトに掲載していること

⑱ 研修指導者または経営者等は、雇用就農者の育成強化に資する研修ま
たはセミナーを内容に組み入れた指導者養成研修会に出席すること

⑲ 法人等雇⽤就農者に⽇本農業技術検定を受験させる等またはその他
の手法により技術習得状況の確認に努めること

⑳ 達成目標と具体的な取組を記載した農業の｢働き方改革｣実⾏計画を
作成し、公表等の方法により、従業員と共有すること

9

























21









研修の中止
助成は1ヶ月単位で⾏うため、中止日が月の途中だった場合はその月

の助成が不可。
中止日が月の最終日だった場合はその月の助成が可能。また、各種

の要件を満たしていれば助成⾦が支払われる。

例）2023年11月10日中止の場合→11月分は助成不可。
2023年11月30日中止の場合→11月分も助成可能。

中止・中断
取り下げ

 速やかに農業会議等に報告すること 速やかに農業会議等に報告すること

研修の中断・中止研修の中断・中止

※要件:①就業時間が週35時間以上あること（年間を通じた平均でも可）
②年間の研修時間がおおむね300時間以上となること
③賃⾦台帳に所得税および雇⽤保険料の控除額等が記載されていること

研修の中断
中断は、法人等雇⽤就農者の傷病および天災等により２週間を超えて研修が

出来ない場合で、法人等雇⽤就農者の休暇等個人的な都合によるものは除く。
中断を希望する場合は、医師の診断書の写し等を添えて届け出ること。

中断は２週間を超えて研修が出来ない場合で、２ヶ月（※法人等雇⽤就農者
が障害者の場合は６ヶ月）を超える場合には、中断が始まった日をもって中止

２ヶ月（※）以内に研修を再開する場合、中断した⽇数を延⻑でき、研
修期間の月数の助成が可能。

＜延⻑の例＞
研修期間が2022年７月〜2026年６月（48ヶ月）の場合は
中断をしても、総額で48ヶ月×5万円の助成が可能となる。
中断期間︓2022年7月20日〜8月10日（21日間）
→2022年7月は１ヶ月に満たないため支払い不可。8月は7月とあわせて1ヶ
月を満たすため支払い可能。
→中断日数が延⻑できるので、2026年7月21日まで就業した場合は2026年
７月も支払い可能。

中止・中断
取り下げ
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様式第７号 

２０２２年 ８月 ３１日 
一般社団法人全国農業会議所会長  殿 

都道府県農業会議会長 殿※ 

  株式会社○○ 

代表取締役 ○○○○

雇用就農資金（中止・中断・取り下げ）届出書 

雇用就農資金（  年度第 回／ 雇用就農者育成・独立支援タイプ又は新法人設立支援
タイプ）により取り組んでいた○○○○（法人等雇用就農者氏名）の研修につきましては、下
記により（中止・中断・取り下げ）したいので （中止・中断・取り下げ）届出書を提出いたし
ます。

記 

１ 研修日等 

  研修開始日   ２０２２年 ７月 １日 

〈中 止〉 

  研修中止日   ２０２２年 ８月３１日 

〈中 断〉 
  研修中断期間    年  月  日～    年  月  日 

研修再開予定日   年  月  日 

〈取り下げ〉 

取り下げ日       年  月  日 

（注）取り下げは、採択決定後、研修開始日までの間に研修が行えなくなった場合のみ。 

２ （中止・中断・取り下げ）の理由 

☑ 法人等雇用就農者の退職 ⇒設問３へお進みください
□ 経営体の都合（指導者の転退職）（内容： ） 

□ 法人等雇用就農者の都合（結婚、出産、子育て、介護、家庭の事情等）
（内容：                   ）

□ 研修計画より短期間で研修を修了
□ 法人等雇用就農者の病気、怪我（内容： ） 

□ その他（ ） 

３ 中止・取り下げに伴い退職する場合の退職理由 
（退職後の進路：☑農業関係 □農業以外 □未定・不明） 
□ 経営体の都合（人員整理、事業継続困難等）
□ 法人等雇用就農者の素行不良（欠勤等）による解雇
□ 家庭の都合（結婚、出産、子育て、介護等）により通勤、就業が困難（距離又は時間的

拘束によるもの）
□ 法人等雇用就農者の病気・怪我（農作業に起因しないもの）
☑ 独立就農、親元・親族元就農
□ 職場環境

□ 休日が少ない、休暇を取得しにくい
□ 労働時間が長い、早朝深夜勤務がある
□ 農作業に起因する身体の不調・怪我、体力不足
□ 社会保険の適用がない
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〈令和４年度第１回〉

（研修記録簿）

≪法人等雇用就農者の各月の就業時間（実労働時間※出勤簿・賃金台帳より転記）及び研修時間≫

※就業時間： 4月支払給与の算定期間が3/21～4/20 → 3/21～4/20の実労働時間数を「4月」の欄に記入
4月支払給与の算定期間が3/1～3/31 → 3/1～3/31の実労働時間数を「4月」の欄に記入

※研修時間： 1日～末日までの研修時間を記入。年間の研修時間がおおむね300時間以上である必要があります。

月 ： ← 6 月 21 日 ～ 7 月 20 日 7 月 ( 7月1日 ～ 31日 ） ：

月 ： ← 7 月 21 日 ～ 8 月 20 日 8 月 ( 8月1日 ～ 31日 ） ：

月 ： ← 8 月 21 日 ～ 9 月 20 日 9 月 ( 9月1日 ～ 30日 ） ：

月 ： ← 9 月 21 日 ～ 10 月 20 日 10 月 ( 10月1日 ～ 31日 ） ：

月 ： ← 10 月 21 日 ～ 11 月 20 日 11 月 ( 11月1日 ～ 30日 ） ：

月 ： ← 11 月 21 日 ～ 12 月 20 日 12 月 ( 12月1日 ～ 31日 ） ：

： ：

≪各月の研修内容≫　実施した研修について簡潔に記載してください。

月 ： 月 ：

月 ： 月 ：

月 ： 月 ：

≪法人等雇用就農者の所感（疑問、課題等を含む） （7月～12月の研修総括)≫

≪研修指導者の所感（法人等雇用就農者の所感に対する対応、指導結果等を含む） （7月～12月の研修総括)≫

≪経営体チェック欄≫　以下の点を満たしている場合、各欄にチェックをしてください

→変形労働時間制を採用しているため、今回の助成金申請期間を通じて、
法人等雇用就農者の就業時間が週３５時間（＝月１４０時間）以上ない場合

所得税及び雇用保険料等の控除を行っている

研修計画に基づき適切に研修を実施した

≪法人等雇用就農者チェック欄≫以下の点を満たしている場合、各欄にチェックをしてください

上記の申請内容及び添付の出勤簿・賃金台帳等が実態と相違がない

経営体から、研修計画に基づき適切に研修を受けている

最初は不慣れだったが、3か月目くらいから慣れてきた。土づくりについて、もっと詳しく学びたい。

仕事の覚えが早く、すでにハウスの温度管理等も任せられるようになった。
この調子で一生懸命頑張ってほしい。

法人等雇用就農者が正社員として勤務している（独立支援タイプ又は新法人設立支援タイプの場合は従業員）

助成金申請期間を通じて、法人等雇用就農者の就業時間が週３５時間（＝月１４０時間）以上ある

１年間を通じて、法人等雇用就農者の就業時間が週３５時間（＝月１４０時間）以上となる見込みである

8
トマト、ピーマン等の病害虫防除作業

11
土づくり作業

9
トマト等の加工品の製造等

12
トマト、ピーマン等の育苗作業

合計 235 時間

各月研修内容（実績）

7
トマト、ピーマン等の収穫作業

10
トマト、ピーマン等の残さ処理作業

12 176 時間 25 時間

週平均 43 時間

10 176 時間 50 時間

11 168 時間 30 時間

8 176 時間 45 時間

9 168 時間 45 時間

各月就業時間 （対象期間） 各月研修時間

7 176 時間 40 時間

原則、週平均 35 時間以上  
での助成となります  年間 300 時間以上の研修を

してください。300 時間に満
たない場合は助成できません  

経営体が必ずチェックしてください  
チェック漏れにご注意ください

給与の算定期間と、その期間
の就業時間をご記入下さい。  月初～月末に実施した研修時

間をご記入ください。 

法人等雇用就農者が必ずチェックしてください  
チェック漏れにご注意ください
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Ⅴ 助成金の税務処理について

 

 法人の場合は「営業外収益」の中の「雑収入」に計上してください。個人の場合は

「事業取得」のなかの「付随収入」になります。法人、個人とも税制上の特例はありま

せん。 

 

 原則、当該年度の収入は当該年度で会計処理します。ただ、支払いが会計年度をま

たぐ場合には、以下の方式があります。 

① 未収金として事業を行った年度で計上する。（麦の奨励金などはこの方式が多い

ようです）

② 本会の交付決定通知の日付の年度とする。（雇用就農資金を継続して活用する場

合）

③ 個人経営で現金式簡易簿記を採用している場合には実際に入金があった年度で

処理する。

 なお、①の場合、例えば３月決算の法人が１～４月分の助成金を受けた場合、１～

３月分が未収金となり、４月分は翌事業年度の収入となります。 

 

消費税は、最終的に消費者が負担するものですから、国からの補助金、助成金につ

いては不課税です。したがって、税務申告の際は、助成金は課税売り上げに加える必

要はありません。 

なお、法人税、所得税の申告では、助成金も含めた収入を申告してください。 

Q５－１ 助成金はどのような税務処理をすればよいでしょうか？ 

Q５－２ 助成金の支払いが、会計年度をまたぐ場合、どのような処理をすればよ

いでしょうか？ 

Q５－３ 助成金に消費税は課税されますか？税務申告はどうすればよいでしょう

か？ 
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